
問　

ど
う
し
て
中
川
原
が
松

前
町
名
義
に
し
て
い
た
の

か
、
歴
史
的
な
経
緯
は
。

岡
井
委
員

答　

昔
は
地
域
が
集
会
所
等

を
持
て
な
い
た
め
、
松
前

町
名
義
に
し
て
い
た
。
今

で
は
認
可
地
縁
団
体
に
な

っ
た
こ
と
で
地
域
の
名
義

に
し
て
管
理
運
営
が
行
え

る
。

問　

中
川
原
地
域
が
町
に
寄

附
採
納
し
て
い
る
た
め
元

に
戻
す
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
か
。
伊
賀
上
委
員

答　

地
域
か
ら
の
寄
附
の
場

合
は
議
決
は
い
ら
な
い
。

今
回
、
中
川
原
の
土
地
は

町
に
買
収
さ
れ
て
い
る
た

め
議
決
後
、
譲
与
が
必
要

で
あ
る
。

問　

認
可
地
縁
団
体
が
財
産

を
持
て
る
の
で
あ
れ
ば
、

処
分
や
管
理
も
地
域
に
な

る
の
か
。       

田
中
委
員

答　

処
分
は
な
い
と
思
う

が
、
管
理
運
営
等
は
認
可

地
縁
団
体
で
行
う
。
修
繕

等
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

整
備
事
業
の
補
助
も
活
用

可
能
。

問　

固
定
資
産
は
非
課
税
と

い
う
こ
と
だ
が
、
登
記
費

用
は
ど
う
な
る
の
か
。

住
田
委
員

問　

通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ

れ
た
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

入
り
の
住
民
票
を
取
得
す

る
場
合
、
代
理
人
で
も
取

得
す
る
こ
と
が
可
能
か
。

住
田
委
員

答　

住
民
票
が
同
一
世
帯
で

あ
れ
ば
、
代
理
人
で
も
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住
民

票
を
取
得
す
る
こ
と
が
可

能
。
た
だ
し
、
世
帯
又
は

住
所
が
別
で
あ
る
代
理
人

が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票
は

本
人
の
住
所
地
へ
郵
送

す
る
。（

全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
42
号

松
前
町
家
庭
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
及
び
松
前
町
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
43
号

松
前
町
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
44
号

松
前
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

問　

介
護
保
険
の
被
保
険
者

は
何
人
い
る
の
か
、
軽
減

対
象
者
を
ど
の
く
ら
い
見

込
ん
で
い
る
の
か
。岡井

委
員

答　

４
月
末
現
在
の
被
保
険

者
数
は
９
４
３
１
人
で
あ

り
、
軽
減
対
象
者
は
そ
の
３

分
の
１
を
見
込
ん
で
い
る
。

問　

町
の
負
担
額
は
ど
の
く

ら
い
か
。　
　

  

岡
井
委
員

答　
924
万
２
千
円
で
あ
る
。

問　
基
準
額
の
見
直
し
が
あ
る

が
、
掛
率
は
か
わ
る
の
か
。

住
田
委
員

答　
当
面
こ
の
ま
ま
で
い
く
。

問　

軽
減
の
率
は
ど
の
よ
う

に
決
ま
る
の
か
。
田
中
委
員

答　

国
の
基
準
に
よ
っ
て
決

ま
る
。
た
だ
し
、
第
二
段

階
に
つ
い
て
は
、
町
独
自

に
国
の
基
準
に
比
べ
て

0.1
手
厚
く
し
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
61
号

財
産
の
譲
与
に
つ
い
て

問　

中
川
原
に
譲
与
す
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
は
。

藤
岡
委
員

答　

認
可
地
縁
団
体
の
中
川

原
か
ら
、
認
可
地
縁
団
体
で

土
地
を
所
有
し
運
営
管
理
し

た
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

問　

認
可
地
縁
団
体
と
は
ど

う
い
う
団
体
で
い
つ
で
き

た
の
か
。　
　

 

藤
岡
委
員

答　

中
川
原
区
が
平
成
６
年

認
可
。
川
口
組
が
平
成
７

年
認
可
。
徳
丸
区
が
平
成

10
年
認
可
。
神
崎
自
治
会

が
平
成
30
年
認
可
。
認
可

地
縁
団
体
と
は
、
公
共
的

な
共
同
活
動
を
す
る
団
体

で
、
法
人
格
を
も
ち
土

地
・
家
屋
を
所
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
の
一
部
改
正
す
る
省

令
及
び
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
政

令
の
施
行
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

　

松
前
町
が
所
有
し
て
い

る
中
川
原
公
民
館
の
土
地

を
譲
与
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
１
項
第
６
号
の
規
定
に

基
づ
き
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

要
旨

　

放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴

い
、
放
課
後
児
童
支
援
員

の
資
格
に
中
核
市
の
長
が

行
う
研
修
を
修
了
し
た
こ

と
を
加
え
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

　

介
護
保
険
法
施
行
令
及

び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担

金
の
算
定
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
に
よ
り
介
護
保
険
法
施

行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
低
所
得

者
に
係
る
介
護
保
険
料
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

委員会ニュース

答　

登
録
免
許
税
は
地
域
負

担
と
な
り
、
26
万
円
相
当

に
な
る
。

問　

費
用
負
担
ま
で
し
て
認

可
地
縁
団
体
で
財
産
を
持

つ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

田
中
委
員

答　

地
域
で
財
産
を
自
由
に

で
き
る
こ
と
、
ま
た
ス
ピ
ー

デ
ィ
な
手
続
が
で
き
る
こ
と

が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

問　

ほ
か
の
地
縁
団
体
で
も

同
じ
よ
う
な
動
き
は
あ
る

の
か
。          

藤
岡
委
員

答　

神
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広

場
の
２
筆
も
認
可
地
縁
団
体

に
譲
与
予
定
。
南
黒
田
も
、

認
可
地
縁
団
体
設
立
に
む
け

役
員
会
を
開
き
、
今
年
中
に

認
可
し
、
集
会
所
建
設
を
予

定
し
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

意
見

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
普
及
さ
せ
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
カ
ー

ド
の
利
点
、
ま
た
持
つ

こ
と
の
注
意
点
な
ど
、

わ
か
り
や
く
す
解
説
し

た
も
の
を
広
報
等
で
周

知
し
て
ほ
し
い
。

 

田
中
委
員
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